
令和８年度組織機構改革について（介護福祉課関係部分、予定）

令和８年４月１日付けで、介護福祉課では次のとおり組織機構改革が行われる予定です。

・課名、係名に変更はありません。

・窓口の場所、TEL、FAX、メールアドレスに変更はありません。

⇒ご来庁やご連絡については、これまでどおりの場所・方法で問題ございません。

※各係の業務内容については、ほぼ変更はありませんが、地域包括係の業務の一部

（とまこまい医療介護連携センター関係）が、上記室内に新設される「医療介護連携課」に移管されます。

部・室 課・係

現 福祉部
介護福祉課 介護保険係

事業支援係
地域包括係

↓ （変更なし）

新 健康福祉部 保健医療介護推進室
介護福祉課 介護保険係

事業支援係
地域包括係


